
議第１１６号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

 (1) グループホーム蒲刈 

 (2) 蒲刈障害者活動支援センター 

２ 指定管理者 

呉市中央５丁目１２番２１号 

社会福祉法人呉市社会福祉協議会 

会長 貞國 信忠 

３ 指定期間 

平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 グループホーム蒲刈及び蒲刈障害者活動支援センターの指定管理者を指定するた

め，地方自治法第２４４条の２第６項の規定により，この案を提出する。 


